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別紙様式 4（その 1） 

抽 出 事 案 説 明 書 

（担当部局名：総務部総務室） 

入 札 方 式 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 名 一般国道 340号（仮称）押角トンネル築造工事 

工 事 種 別 土木一式工事 

工 事 概 要 施工延長 3,094ｍ、トンネル工（ＮＡＴＭ）3,094ｍ、坑門工 ２基 

入 札 参 加 

資 格 

 
１ 施工形態 ３者の構成員からなる任意に結成された特定共同企業体（以下「ＪＶ」

という。）(最低出資比率 20％以上) 

２ 個別要件  

条              件 

格 付 ・ 許 可 土木一式工事 

地 域 代表者及び非代表者とも付さない 

施
工
実
績 

期 間 平成 12年４月１日以降 

工 事 

内 容 

代表者は NATM工法による連続掘削延長 2,000ｍ以上で、内空断面積

50ｍ2 以上の道路トンネル工事（掘削及び覆工の両方を含む工事に

限る。以下同じ。）を施工した実績 

非代表者のうちいずれか一方の者は NATM 工法による連続掘削延長

1,000ｍ以上の道路トンネル工事を施工した実績 

形 態 

代表者は元請（ＪＶ施工の場合は代表者として施工したもの） 

非代表者のうちいずれか一方の者は元請（ＪＶ施工の場合は 20％以

上の出資比率） 

技
術
者 

資 格 

代表者及び非代表者のうちいずれか一方の者は、一級土木施工管理

技士又はこれと同等以上の資格を有する者であって、土木工事業に

関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 

非代表者のうち他方の者は、一級土木施工管理技士又はこれと同等

以上の資格を有する者 

経 験 

代表者は NATM工法による連続掘削延長 1,000ｍ以上の道路トンネル

工事を施工した経験 

非代表者のうちいずれか一方の者は NATM 工法による連続掘削延長

500ｍ以上の道路トンネル工事を施工した経験 

経営事項審査
結果に係る総
合評定値（土
木一式工事） 

代表者は 1,200点以上 

非代表者のうちいずれか一方の者は 950点以上、他方の者は 850点

以上 
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入札参加資

格設定の経

緯及び理由 

 
１ 施工形態 

ＷＴＯ対象工事は、「条件付一般競争入札における入札参加資格の設定基準」（以下「設

定基準」という。）第４に定める別紙１「特定共同企業体発注方針」、「特定県営建設工事

の請負契約に係る競争入札参加者の資格等に関する取扱要領」第３により、構成員は３

者以内を原則としており、また、同種工事の直近の事例（Ｈ27：一般国道 340号（仮称）

大峠トンネル築造工事等）を参考に３者ＪＶ（出資比率 20％以上）とした。 

２ 個別要件 

 (1) 地域要件 

   特定調達契約に係る一般競争入札であることから、地域要件は付さない。 

 (2) 施工実績 

  ア 代表者は、同種工事の施工実績を有する者とし、過去の事例及び施工実績要件設

定例を参考に、施工数量は 3分の 2とした。 

    また、非代表者のうちのいずれか一方は、設定基準別紙４の２(2)②に基づき、代

表者の 2 分の 1 程度以上の数量の施工実績、他の一方は、県内業者の参入促進と技

術移転の観点から施工実績を付さないこととした。 

  イ 受注形態は、設定基準別紙４の注６及び過去のトンネル工事の事例を参考に、代

表者は元請（ＪＶ施工の場合は代表者）とし、非代表者のうちのいずれか一方は元

請（ＪＶ施工の場合は 20％以上の出資比率）としたこと。 

 (3) 技術者 

  ア 設定基準別紙４の２(2)②及び過去の事例を参考に、代表者及び非代表者のうちの

いずれか一方は、一級土木施工管理技士及び監理技術者資格を有する者とした。 

  イ 技術者の施工経験は、設定基準別紙４の２(2)②及び過去の事例を参考に、代表者

及び非代表者のうちのいずれか一方とも、上記(2)アで定めた企業の施工実績の 2分

の 1程度以上の経験としたこと。 

 (4) 経営事項審査結果に係る総合評価値 

   過去のトンネル工事における事例を参考に、代表者は 1,200 点以上とし、非代表者

のうちいずれか一方は 950点以上、他の一方は 850点以上としたこと。 

入 札 参 加 
資格確認申
請 者 数 

１２ ＪＶ（者） （参入見込  ２０ ＪＶ（者）） 

入札参加者数 １１ＪＶ（者） 無資格者数  １ＪＶ 

契 約 金 額 
７，００１，０９４，２４１円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 518,599,573円） 

無資格理由の説明（無資格とされた

業者がある場合のみ記入）  
 JV 構成員の１者が指名停止の措置を受けたため 

入札の経緯

及 び 結 果 

１ 要件設定審議会              平成２７年１１月 ６日 

２ 公告                   平成２７年１１月２０日 

３ 参加申請・技術提案書の受付期限      平成２７年１２月１０日 

４ 資格基本事項確認通知           平成２７年１２月１８日 

５ 入札                   平成２８年 ２月 ４日 

６ 開札                   平成２８年 ２月 ５日 

７ 落札決定                 平成２８年 ２月１０日 

８ 仮契約締結                平成２８年 ３月１５日 

９ 契約締結                 平成２８年 ３月２４日 
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